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平成18年9月14目

都道府県医師会長殿

日本医師会長
　　唐　澤　祥　人

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について

　平成18年9月4目厚生労働省告示第480号をもって薬価基準の一部が改正され，告示の

目から適用されました。

　今回の改正は，薬事・食品衛生審議会に報告の上承認を受けた報告品目（薬価基準既収

載医薬品と同一成分の新規格および新剤形の医薬品）で，薬価基準に収載申請のあったエ

イズ薬2成分2品目を薬価基準の別表に第10部追補（6）として緊急的に収載したもので

あります。

　また，同目付保医発第0904001号厚生労働省保険局医療課長通知により，今回の新医薬

品の薬価基準収載に伴う留意事項が，「インビラーゼ錠500mg」及び「カレトラ錠」につい

て，下記のとおり示されました。

　つきましては，今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げま

す。

　本件につきましては，日本医師会雑誌10月号に掲載を予定しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

○　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

　（1）インビラーゼ錠500mg

　　　　本製剤の特殊性にかんがみ，本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取

　　　扱いにおいては，当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

　（2）カレトラ錠

　　　　本製剤の特殊性にかんがみ，本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取



扱いにおいては，当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

以上

（添付資料）

1．官報（平18．9．4　第4415号抜粋）

2．使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について

　（平18．9．4　保医発第0904001号厚生労働省保険局医療課長通知）
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保医発第0904001号
平成18年9月4日
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厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について

螺響染鷲驚鰹無難賊欝叢嚇撫
で、関係者に対して周知徹底をお願いします。

記

1　薬価基準の一部改正について
（1褐、鷲趨騨轟露讐1霧題輩話く（臨駆蕊督欝彗謬繰麗郵

　　別表に収載したものであること。

（2）（1）により薬価基準の別表1こ収載されている全医薬品の品目数は・次のとおりで

　　あること。
ぴノ　Q／　　　　　　　O

区　分 内　用　薬 注　射　薬 外　用　薬 歯科用薬剤 計

品目数 7，713 3，794 2，583 37 14，　127

2　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

　（1）　インビラーゼ錠500mg
　　　本製剤の特殊性にかんがみ、本製剤を使用した患者遜る診療報酉州明細書等の取

　　扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮する＿と。



（2）　カレトラ錠
　　本製剤の特殊性にかんがみ、本製剤を使用した患者遜る診療報酬糊細書等の取

　扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮する一と・



（参　考）

N　o 薬価基準名

薬価基準舌下

@　　　成分名
規格単位 薬　価

1 内用薬 インビラーゼ錠500mg
メシル酸サキナビル

500mg1錠 422．30

2 内用薬 カレトラ錠
ロピナビル・リトナビル 1錠 386．10


